
家 畜 衛 生 情 報 

死亡牛の牛海綿状脳症（ＢＳＥ） 
検査の対象月齢が変わります。 

２４ヶ月齢以上⇒４８カ月齢以上 

 
Ｈ２７年３月１０日  

飛騨家畜保健衛生所 
ＴＥＬ（０５７７）３３－１１１１  ＦＡＸ３２－９０１９ 

家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則

が改正され、平成２７年４月１日から 死亡牛のＢＳＥ検査対象 
月齢が２４ヶ月齢以上から４８カ月齢以上となります。 

区  分 搬 入 先 区分 搬 入 先 

４８ヶ月齢以上 大 
一時保管場所 
(株)岩永商店 

大 

愛 知 化 製 
事業協業組合 

２４ヶ月齢以上 
大 

 ４８ヶ月齢未満 

３ヶ月齢以上 
中 中 

２４ヶ月齢未満 

３ヶ月齢未満 小 小 

従来どおり 

従来どおり 

（H27.4.1以降に死亡した牛） 

H27.3.31までに死亡した牛 

ＢＳＥ検査 
中央家畜保健衛生所 

個体識別番号、耳標等により 

月齢を確認し、速やかに搬入願います。 


